
第９節 外 国 語 

 

第１ 本資料の活用について 

１ 作成の基本的な考え方 

⑴ 中学校学習指導要領、埼玉県中学校教育課程編成要領、同指導・評価資料、「指導と評価の一体 

 化」のための学習評価に関する参考資料の趣旨を踏まえる。 

⑵ 中学校学習指導要領における外国語科の目標は、以下の通りである。 

  外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，外国語による聞くこと，読   

 むこと，話すこと，書くことの言語活動を通して，簡単な情報や考えなどを理解したり表現した 

 り伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

  ⑴ 外国語の音声や語彙，表現，文法，言語の働きなどを理解するとともに，これらの知識を， 

   聞くこと，読むこと，話すこと，書くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用で 

   きる技能を身に付けるようにする。 

  ⑵ コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じて，日常的な話題や社会的な話題 

   について，外国語で簡単な情報や考えなどを理解したり，これらを活用して表現したり伝え 

   合ったりすることができる力を養う。 

  ⑶ 外国語の背景にある文化に対する理解を深め，聞き手，読み手，話し手，書き手に配慮し 

   ながら，主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。 

  この外国語科の目標の達成に向け、英語では、次のように具体的な目標を設定している。 

   英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，読むこと，話すこと［やり取り］，話すこ 

  と［発表］，書くことの五つの領域別に設定する目標の実現を目指した指導を通して，第１の⑴ 

  及び⑵に示す資質・能力を一体的に育成するとともに，その過程を通して，第１の⑶に示す資 

  質・能力を育成する。 

 

２ 指導計画作成の留意事項 

 編成要領（編 P140）で示された「指導計画作成に当たっての留意すべき事項」との関連について

も本資料で示していく。 

⑴ 「特別な配慮を必要とするなど課題を抱えた生徒への指導」の視点 

⑵ 「主体的・対話的で深い学び」の視点 

⑶ 「教科等横断的」な視点 

⑷ 「社会に開かれた教育課程」の視点 

⑸ 「道徳教育の充実」の視点 

 

３ 活用に当たっての配慮事項 

〇本資料で取り上げた実践事例は、課題に対応するための一例である。本資料を参考にし、各学校 

 の実態に応じて、指導計画を工夫し、その特性を生かした指導を行っていただきたい。 

〇学級数や生徒数、外国語指導助手（ＡＬＴ）や外国語教育支援員の配置数等、学校の実情と照ら 

 し合わせて、指導形態や指導方法等を工夫するよう努めていただきたい。  

〇本資料の活用とともに、教科用図書の適正な使用や学習指導案、教材・教具等の開発など、指導 

 や評価の事例の蓄積を図り、各学校の教員が互いにそれらの実践を共有できるような環境の構 

 築・整備・充実に努めていただきたい。 

 

 


